
★ふぐ処理師の皆様へ★

ふぐ処理師講習会を開催します
（オンライン講習会）

富山県ふぐの取扱いに関する条例では、

ふぐ処理師は、５年に１度「ふぐ処理師講習会」を修了するよう努めること
とされております。

○対象者：富山県ふぐの取り扱いに関する条例に基づく「ふぐ処理師」

○形式：オンライン
（パソコンやスマートフォン等で受講が可能です）

○日時：令和６年９月１日（日）～９月30日（月）
（上記期間中に受講してください）

○内容  ・食品衛生関係法規・食中毒予防について
 ・ふぐの鑑別及び処理・雑種の取扱いについて

※ 可能な限りオンラインで受講してください。（オンラインで受講できな
い方に対しては、集合形式での講習会について別途案内をする予定で
すが、オンラインでの受講を推奨します）

○【受講申込方法】については裏面参照

ふぐ処理師講習会に関するお問い合わせ
富山県厚生部生活衛生課 TEL076‐444‐3230
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【受講申込方法】

○受付期間：令和６年７月１日（月）～７月２６日（金）
   提出先：最寄りの厚生センター・支所
   （ただし、富山市及び県外在住の場合、富山県庁生活衛生課）

○手数料：1,000円（富山県収入証紙を受講申込書に貼付）

※ 郵送による申し込みも可としますが、郵送事故等の場合、責任は負いかねます
のでご了承ください。なお、郵送される場合には、簡易書留や特定記録郵便等の配
達状況が確認できる方法を推奨します。
※ 郵送の場合は、令和６年７月２６日（金）まで消印有効とします。

（受講申込書提出先）

名称 〒 住所 TEL

新川厚生センター 938-0025 黒部市堀切新343 0765-52-1225

新川厚生センター魚津支所 937-0805 魚津市本江1397 0765-24-0359

中部厚生センター 930-0355 中新川郡上市町横法音寺40 076-472-4094

高岡厚生センター 933-8523 高岡市赤祖父211 0766-26-8417

高岡厚生センター射水支所 939-0351 射水市戸破1875-1 0766-56-2666

高岡厚生センター氷見支所 935-0021 氷見市幸町34-9 0766-74-1780

砺波厚生センター 939-1506 南砺市高儀147 0763-22-4507

砺波厚生センター小矢部支所 932-0833 小矢部市綾子5532 0766-67-1070

富山県厚生部生活衛生課 930-8501 富山市新総曲輪1-7 076-444-3230
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